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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

欧
州
に
お
け
る

　
　
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
●

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
の
継
受
（
一
）

一
　
は
じ
め
に

ニ
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論

e
問
題
の
所
在

　
口
　
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
の
電
気
及
び
電
気
通
信

　
　
へ
の
適
用
事
例

　
日
　
小
括
…
…
…
（
以
上
、
本
号
）

三
　
欧
州
法
に
お
け
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
の
継
受

　
e
　
E
U
競
争
法
の
規
定

藤
　
原

淳

一

郎

口
　
欧
州
委
員
会
決
定
・
裁
判
所
判
例
に
み
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ

　
　
ァ
シ
リ
テ
ィ
論

日
小
括

四
　
む
す
び

e
　
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
概
念
輸
入
の
背
景

口
　
欧
州
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
概
念
の
特
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
（
以
上
、
七
四
巻
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
一
九
八
六
年
公
益
事
業
学
会
大
会
で
私
は
、
電
気
及
び
ガ
ス
事
業
を
規
制
す
る
ド
イ
ツ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
法
（
通
称
国
莞
茜
一
－

①
且
冨
富
譲
鴨
ω
9
N
）
下
の
競
争
問
題
を
、
競
争
制
限
禁
止
法
（
O
。
ω
Φ
9
鳴
畠
窪
譲
痒
冨
≦
Φ
き
筈
。
曽
ぼ
器
ロ
ざ
お
窪
略
称
G
W
B
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

以
下
、
通
称
に
し
た
が
い
「
カ
ル
テ
ル
法
」
と
い
う
）
第
四
次
改
正
（
一
九
八
O
年
）
と
関
連
づ
け
て
報
告
し
た
。
そ
の
後
エ
ネ
ル
ギ
ー

1
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（
2
）

事
業
法
は
、
一
九
九
八
年
に
実
に
六
三
年
振
り
に
大
改
正
さ
れ
、
カ
ル
テ
ル
法
も
、
一
九
八
九
年
の
第
五
次
改
正
を
経
て
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

八
年
の
第
六
次
改
正
は
全
面
改
正
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
一
月
一
日
施
行
さ
れ
た
。

　
右
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
法
及
び
カ
ル
テ
ル
法
の
大
改
正
に
は
、
国
内
（
法
）
的
要
因
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
欧
州
（
法
）
の
影
響

が
大
で
あ
る
。
人
、
物
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
資
本
が
国
境
を
越
え
自
由
に
移
動
出
来
る
「
域
内
市
場
（
ぎ
＄
毎
巴
B
鋤
詩
巴
」
実
現
を

目
指
し
て
E
E
C
が
発
足
し
て
以
来
、
E
C
、
そ
し
て
現
在
の
E
U
と
着
実
に
そ
の
目
標
を
達
成
し
つ
つ
あ
る
。
公
益
事
業
（
な
い

し
公
共
企
業
）
わ
け
て
も
電
気
通
信
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
は
、
国
有
企
業
の
比
重
が
高
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
通
信
主
権
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
安
全
保
障
等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
加
盟
国
の
国
境
を
超
え
た
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
自
由
化
に
対
す
る
加
盟
国
の
抵
抗
は
根
強

か
っ
た
。
電
気
通
信
は
、
急
速
な
技
術
革
新
の
流
れ
の
中
で
、
域
内
市
場
を
実
現
し
な
け
れ
ば
電
気
通
信
分
野
で
の
日
米
加
等
と
の

国
際
競
争
に
敗
退
し
か
ね
な
い
と
い
う
危
機
感
が
ば
ね
に
な
り
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
郵
政
事
業
の
民
営
化
を
と
も
な
い

つ
つ
域
内
市
場
実
現
の
方
向
に
向
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
で
も
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
が
送
配
電
線
・
導

管
設
備
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
電
気
及
び
ガ
ス
の
市
場
の
自
由
化
は
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
一
九
九
二
年
の
公
益
事
業
学
会

大
会
報
告
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
電
気
及
び
ガ
ス
市
場
自
由
化
に
向
け
て
の
重
要
な
争
点
の
一
つ
が
、
既
存
事
業
者
が
所
有
す
る
送

配
電
線
、
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
放
な
い
し
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
化
、
い
わ
ゆ
る
「
託
送
」
な
い
し
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

三
者
ア
ク
セ
ス
（
↓
巨
益
℃
費
身
》
8
8
ω
）
を
認
め
る
か
否
か
の
点
に
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
一
九
九
六
年
の
E
U
電
気
指
令

（
U
ぎ
＆
話
8
9
Φ
旨
一
轟
8
B
日
9
霊
一
8
8
二
箒
一
日
。
旨
巴
ヨ
四
詩
9
ぎ
巴
9
鼠
9
蔓
）
、
一
九
九
八
年
の
E
U
ガ
ス
指
令
（
∪
冨
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

身
。
8
蓉
R
巳
お
8
日
ヨ
9
毎
一
Φ
巴
曾
夢
巴
b
房
毎
巴
日
㊤
詩
Φ
二
p
冨
9
邑
淫
ω
）
に
よ
っ
て
決
着
を
み
て
い
る
。
今
回
エ
ネ
ル
ギ
ー

事
業
法
に
は
、
右
E
U
電
気
指
令
を
受
け
て
、
送
配
電
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
当
時
ガ
ス
指
令
が
未
制
定
の

た
め
、
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
の
規
定
は
な
い
。
本
稿
執
筆
時
現
在
、
ガ
ス
指
令
の
国
内
法
化
の
問
題
が
残
さ
れ
て

（
6
）

い
る
。

2



欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　
他
方
、
カ
ル
テ
ル
法
第
六
次
改
正
に
よ
り
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
の
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
の
影
響
を
受
け
た
規
定
が
、
新
し
い
一
九
条
四
項
四
号
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
、
E
U
競
争
法
の
強
い
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
一
九
八
一
年
の
日
本
経
済
法
学
会
で
の
報
告
、
一
九
九
五
年
の
同
学
会
報
告
で
も
お
分
か
り
戴
け
る
よ
う
に
、
こ
の
二
〇
年
近
く

私
は
電
気
・
ガ
ス
の
規
制
と
競
争
を
中
心
的
研
究
課
題
に
設
定
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
近
時
の
重
要
な
問
題
意
識
の
一
つ
の
が
ネ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ト
ワ
ー
ク
開
放
間
題
、
他
の
一
つ
が
市
場
自
由
化
（
ま
Φ
邑
冒
呂
9
9
跨
の
日
貰
ぎ
叶
）
の
進
展
に
と
も
な
う
事
業
及
び
事
業
規
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
と
も
な
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
前
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
開
放
に
か
か
る
研
究
課
題
の
う
ち
、
旧
稿
で

の
留
保
事
項
を
検
討
す
る
「
準
備
作
業
」
と
し
て
、
欧
州
法
の
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
継
受
に
つ
い
て
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
間
題
の
所
在
と
私
の
問
題
意
識
と
を
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
命
題
”
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ

れ
て
き
た
理
論
と
理
解
さ
れ
る
。

　
第
二
命
題
”
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
が
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
離
れ
て
、
欧
州
委
員
会
決
定
や
欧
州
裁
判
所
判

例
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
第
三
命
題
”
欧
州
競
争
法
と
の
調
和
の
た
め
の
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
法
第
六
次
改
正
に
お
い
て
、
右
の
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ

ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
の
影
響
を
受
け
た
条
文
が
挿
入
さ
れ
た
。

　
第
一
間
”
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
誇
り
高
き
欧
州
が
何
故
「
欧
州
至
上
主
義
」
を
捨
て
て
ア
メ
リ
カ
の
「
エ
ッ
セ
ン
シ

ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
の
輸
入
に
踏
み
切
っ
た
か
？

　
第
二
問
”
ド
イ
ツ
に
お
い
て
送
配
電
線
と
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
）
の
「
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
」
を
め
ぐ
り
、
カ
ル
テ
ル
法
第

3
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六
次
改
正
以
前
と
以
後
と
で
、
何
ら
か
の
差
異
が
生
じ
る
の
か
？

　
以
下
本
稿
で
は
、
第
一
及
び
第
二
命
題
の
検
証
と
、
設
問
一
の
検
討
を
行
い
、

残
余
は
、
続
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

＊
本
稿
は
、
「
欧
州
に
お
け
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
理
論
の
継
受
”
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
」
と
題
す
る
一
九
九
九
年
六
月

五
日
、
弘
前
大
学
で
の
第
四
九
回
公
益
事
業
学
会
大
会
報
告
草
稿
の
前
半
部
分
で
あ
り
、
当
初
は
正
田
彬
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
三
省

堂
、
一
九
九
九
年
）
へ
の
寄
稿
を
予
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
公
務
多
忙
で
右
締
切
り
に
間
に
合
わ
ず
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
こ
こ
に
公
表

　
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
田
彬
先
生
及
び
論
文
集
編
集
委
員
各
位
に
は
深
く
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
本
誌
へ
の
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
法
学

研
究
編
集
委
員
会
各
位
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
学
会
大
会
当
日
の
討
論
者
・
（
財
）
電
力
中
央
研
究
所
丸
山
真
弘
主
任
研

究
員
、
有
益
な
ご
質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
醍
醐
聡
教
授
、
岸
井
大
太
郎
教
授
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
完
成
原
稿
し
か
受

理
し
な
い
本
誌
編
集
委
員
会
の
長
年
の
方
針
も
あ
っ
て
、
後
半
部
分
を
続
稿
に
譲
る
と
い
う
変
則
的
な
形
と
な
っ
て
い
る
点
、
ご
容
赦
願

　
い
た
い
。
右
学
会
報
告
か
ら
本
稿
執
筆
着
手
時
（
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
の
文
献
等
も
織
り
込
ん
で
、
若
干
補
筆
し
て
い
る
。
な
お
、
右
学

会
報
告
の
の
ち
九
九
年
一
〇
月
日
本
経
済
法
学
会
で
の
岡
谷
直
明
「
E
U
・
米
国
で
の
電
気
通
信
・
電
力
産
業
へ
の
競
争
政
策
」
報
告
、

　
二
〇
〇
〇
年
六
月
公
益
事
業
学
会
で
の
岸
井
大
太
郎
「
電
力
改
革
と
独
占
禁
止
法
」
、
醍
醐
昌
英
「
交
通
投
資
に
対
す
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ

　
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
理
論
の
有
効
性
」
報
告
が
あ
る
。
こ
れ
ら
報
告
内
容
は
、
本
稿
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
た
い
。

（
1
）
藤
原
淳
一
郎
「
電
気
事
業
に
お
け
る
独
占
と
競
争
－
熱
電
併
給
自
家
発
へ
の
日
独
法
比
較
」
公
益
事
業
研
究
三
八
巻
一
号
八
一
頁

　
（
一
九
八
六
年
）
。
一
九
三
五
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
法
の
制
定
過
程
の
研
究
と
し
て
q
＞
z
O
⇒
○
ρ
睾
男
。
。
因
臣
寄
男
9
U
扇
国
寳
ぎ
爵
－

　冒器u

霧
国
田
囚
弟
困
騨
胃
ω
目
o
零
2
　
U
田
お
畠
5
呂
“
U
田
ミ
零
目
霞
国
z
男
o
田
ぎ
胃
田
＞
零
ω
畠
旨
昌
く
O
z
屋
o
o
㎝
（
お
零
）
が
あ
る
。

（
2
）
藤
原
淳
一
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
法
の
改
正
問
題
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
九
九
七
年
九
月
号
七
六
頁
、
同

　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
電
力
改
革
法
そ
の
後
”
浮
上
し
た
シ
ン
グ
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
九
九
八
年
二
月
号
四
六
頁
、

同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
電
力
改
革
法
」
『
一
九
九
七
年
度
・
ガ
ス
事
業
研
究
会
報
告
書
』
七
九
頁
（
未
公
刊
。
社
団
法
人
都
市
エ
ネ
ル
ギ

　
ー
協
会
、
一
九
九
八
年
三
月
）
参
照
。

（
3
）
　
カ
ル
テ
ル
法
第
六
次
改
正
は
、
競
争
原
理
の
強
化
（
ω
母
R
ざ
昌
鵬
紆
ω
≦
9
3
0
≦
R
σ
8
二
目
U
）
、
E
C
法
の
継
受
（
雲
ω
号
ヨ

　
国
O
－
菊
①
o
辟
ま
訂
旨
O
B
日
窪
）
、
ド
イ
ツ
競
争
法
の
独
自
の
発
展
（
匿
ω
8
暮
零
冨
≦
9
吾
Φ
≦
Φ
目
訂
お
o
窪
虫
鴨
霧
母
2
α
蒔
幡
o
雫

4
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房
導
註
o
竃
犀
£
こ
）
等
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
寓
8
雲
曽
団
夷
0
7
U
＞
ω
Z
曽
国
囚
夷
畠
F
畠
鴇
旨
」
㎝
－
嵩
（
這
8
）
．
な
お
真
淵
博

　
「
ド
イ
ツ
競
争
制
限
禁
止
法
第
六
次
改
正
に
つ
い
て
」
公
正
取
引
五
八
一
号
三
九
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
田
中
裕
明
「
市
場
支
配
力
の
濫
用

　
と
規
制
」
経
済
法
学
会
『
技
術
革
新
・
技
術
取
引
と
競
争
政
策
（
経
済
法
学
会
年
報
二
〇
号
）
』
一
七
六
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）

参
照
。

（
4
）
藤
原
淳
一
郎
「
E
C
電
気
市
場
統
合
論
序
説
」
法
学
政
治
学
論
究
九
号
一
頁
（
一
九
九
一
年
）
、
同
「
E
C
電
気
市
場
統
合
へ
の
一

考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
一
四
号
一
、
七
頁
（
一
九
九
二
年
）
9
。
O
冨
卑
肉
。
り
。
り
鴨
ミ
賊
ミ
肉
§
ミ
織
題
b
8
妹
試
ミ
き
肉
O
』
ミ
帖
“
ミ
無

卜
匙
ミ
、
』
O
o
ミ
註
辱
ミ
帖
§
む
導
恥
O
ミ
ミ
ミ
b
＆
ミ
“
①
国
第
○
田
夷
O
O
蔦
胃
目
O
z
い
＞
≦
菊
国
≦
男
る
0
9
ω
一
ゲ
ω
る
（
一
〇
濾
）
。

（
5
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
2
）
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
七
年
九
月
号
七
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
2
）
・
ガ
ス
事
業
研
究
会
報
告
書
八
一
頁
、

同
「
ド
イ
ツ
新
政
権
下
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
」
』
九
九
八
年
度
・
ガ
ス
事
業
研
究
会
報
告
書
』
二
、
一
五
頁
（
未
公
刊
。
社
団
法
人

都
市
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
会
、
一
九
九
九
年
三
月
）
参
照
。
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
七
日
付
日
本
経
済
新
聞
八
面
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
電
力
自

由
化
の
た
め
新
た
な
電
気
指
令
作
成
の
動
き
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
電
気
の
託
送
規
定
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
法
六
条
以
下
で
あ
る
。
藤
原
・
前
掲
注
（
2
）
『
一
九
九
七
年
度
・
ガ
ス
事
業
研
究
会
報
告

書
』
・
八
八
頁
、
ガ
ス
託
送
ル
ー
ル
の
動
向
は
、
藤
原
淳
一
郎
「
動
き
始
め
た
独
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
事
情
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
ニ
O

O
O
年
六
月
号
一
二
六
頁
参
照
。
ガ
ス
指
令
を
受
け
た
加
盟
国
の
国
内
法
化
の
遅
れ
に
つ
き
肉
O
き
、
ミ
ミ
。
・
誉
し
り
融
ミ
O
毯
ト
き
ミ
ミ
蹄
導

　
融
も
ド
閃
↓
国
舅
○
田
》
z
国
z
男
o
く
竃
＞
召
胃
9
q
巳
く
N
oo
”
8
0
0
四
け
蒔

（
7
）
　
ω
↓
－
U
盆
o
寄
」
ω
む
認
O
｝
、
§
註
ミ
幾
ぎ
“
ω
夷
身
も
§
ミ
9
8
ω
讐
置
ピ
な
お
田
中
・
前
掲
注
（
3
）
・
一
八
二
頁
参
照
。

（
8
）
藤
原
淳
一
郎
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
に
お
け
る
政
府
規
制
と
競
争
政
策
」
経
済
法
学
会
『
政
府
規
制
産
業
と
競
争
政
策
（
経
済
法
学
会

年
報
二
号
）
』
二
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
。

（
9
）
　
藤
原
淳
一
郎
「
電
力
市
場
に
お
け
る
競
争
導
入
”
発
送
配
電
垂
直
統
合
の
再
検
討
序
説
」
経
済
法
学
会
『
持
株
会
社
と
独
占
禁
止
法

　
（
経
済
法
学
会
年
報
一
七
号
）
』
一
五
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
。

（
1
0
）
　
藤
原
淳
一
郎
コ
九
二
〇
年
代
米
国
電
気
事
業
”
連
邦
電
力
規
制
前
史
（
一
）
」
法
学
研
究
六
六
巻
一
〇
号
一
、
二
－
三
頁
（
一
九

　
九
三
年
）
で
明
確
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
「
自
著
再
訪
・
十
九
世
紀
米
国
電
気
事
業
規
制
の
展
開
」
三
色
旗
二
〇
〇
〇
年
四
月
号

　
一
二
、
一
五
頁
参
照
。
ア
メ
リ
カ
で
の
託
送
問
題
に
つ
き
、
や
や
時
点
が
古
い
が
、
同
「
米
国
に
お
け
る
電
気
託
送
問
題
に
つ
い
て
」
エ

5
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ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
九
九
一
年
三
月
号
、
同
「
米
国
の
電
力
新
規
則
案
『
ギ
ガ
N
O
P
R
』
の
概
要
と
そ
の
展
望
」
同
誌
一
九
九
五

年
九
月
号
、
同
「
米
国
電
気
事
業
の
リ
ス
ト
ラ
動
向
」
同
誌
一
九
九
七
年
四
月
号
等
参
照
。

（
1
1
）
藤
原
淳
一
郎
「
規
制
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
時
代
の
公
益
事
業
法
”
電
気
事
業
を
中
心
と
し
て
」
法
学
研
究
七
〇
巻
二
号
一
頁

　
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。
こ
の
分
野
で
は
丸
山
真
弘
主
任
研
究
員
が
精
力
的
に
研
究
を
世
に
問
わ
れ
、
最
新
の
も
の
と
し
て
丸
山
真
弘

　
「
電
気
事
業
に
お
け
る
供
給
義
務
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
」
公
益
事
業
研
究
五
一
巻
一
号
一
五
頁
（
一
九
九
九
年
）
が
あ

　
る
。
共
同
研
究
と
し
て
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
『
電
気
・
ガ
ス
事
業
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
制
度
改
革
』
（
未
公
刊
。
日
本
エ
ネ
ル

ギ
ー
法
研
究
所
、
一
九
九
九
年
七
月
）
が
目
に
つ
く
。

（
1
2
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
2
）
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
八
年
二
月
号
四
九
頁
。

6

ニ
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論

　
欧
州
に
お
け
る

メ
リ
カ
」
と
い
う
）

「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
の
継
受
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
論
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
以
下
単
に
「
ア

　
e
　
問
題
の
所
在

　
日
本
法
で
は
、
憲
法
二
二
条
及
び
二
九
条
か
ら
「
営
業
の
自
由
」
、
取
引
関
係
に
お
け
る
私
的
自
治
の
原
則
が
導
き
出
さ
れ
、
「
公

共
の
福
祉
」
に
よ
る
右
の
営
業
の
自
由
の
制
約
と
し
て
、
独
占
禁
止
法
・
各
種
事
業
法
等
の
何
ら
か
の
法
令
に
よ
っ
て
、
一
定
の
要

件
の
下
で
の
契
約
締
結
強
制
規
定
の
選
択
肢
を
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
開
放
の
義
務
化
が
は
か
ら
れ
得
る
か
否
か
、
と
い
う
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
運
び
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
会
報
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
は
独
立
・
自
己
責
任
の
裏
返
し
と
し
て
自
由
放
任
思
想
（
巨
ω
ω
臼
鼠
邑
が
強
く
、
営
業
者
が
そ
の
取
引
相



欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

手
を
自
由
に
選
択
し
契
約
内
容
も
自
由
に
形
成
で
き
る
裁
量
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
、
ず
ば
り
わ
が
国
の
「
営
業
の
自
由
」
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
、
連
邦
又
は
州
に
よ
る
営
業
活
動
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
の
侵
害
事
案
に
お
い
て
は
、
憲
法
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
き
（
身
Φ
筥
0
8
ω
ω
）
規
定
が
攻
撃
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
契
約
自
由
に
対
す
る
「
例
外
」
に
は
、
大
別
し
て
二
通
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
し
得
る
。

　
第
一
は
、
公
益
事
業
（
2
菖
。
ロ
岳
ぞ
）
又
は
政
府
規
制
産
業
（
お
讐
一
讐
巴
ぎ
身
ω
鼠
8
）
と
称
さ
れ
る
一
群
の
事
業
に
対
す
る

規
制
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
れ
ら
事
業
者
の
提
供
す
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
料
金
規
制
を
正
当
化
す
る
法
的
構
成
と
し
て
、
一
九
世
紀
に
お

い
て
「
公
衆
の
道
徳
、
公
衆
の
健
康
、
公
衆
の
安
全
の
保
護
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
手
段
が
適
当
で
必
要
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
権
力
」
で
あ
る
「
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
」
に
根
拠
を
求
め
る
見
解
が
あ
っ
た
。
マ
ン
対
イ
リ
ノ
イ
判
決
（
一
八
八
七
年
）
は
、
ポ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ス
・
パ
ワ
ー
と
並
ん
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
的
職
業
（
8
ヨ
B
窪
8
≡
お
自
2
窪
。
Φ
B
巳
ε
ヨ
①
旨
）
に
淵
源
を

求
め
、
穀
物
倉
庫
が
「
公
益
に
関
係
す
る
（
畦
Φ
9
a
三
跨
四
2
窪
Ω
葺
段
婁
）
」
事
業
な
の
で
州
規
制
の
対
象
に
な
る
と
判
示

（
1
9
）

し
た
。
こ
れ
が
政
府
規
制
産
業
な
い
し
公
益
事
業
規
制
の
原
点
で
あ
る
。
こ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
右
の

公
的
職
業
と
同
様
の
「
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
（
8
B
日
9
8
三
R
）
」
概
念
が
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
七
年
の
連
邦
通
商
法

に
始
ま
り
そ
の
後
の
数
次
の
同
法
改
正
に
よ
っ
て
、
鉄
道
、
水
路
・
鉄
道
の
組
合
わ
せ
に
よ
る
輸
送
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
、
電
信
、

電
話
等
が
連
邦
法
上
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
と
明
記
さ
れ
た
。
つ
ま
り
は
線
路
、
電
線
（
ケ
ー
ブ
ル
＆
ワ
イ
ア
）
、
導
管
等
の
ハ
ー
ド
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
・
需
要
家
か
ら
「
輸
送
」
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
に
非
差
別
的
に

サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
原
則
が
徐
々
に
実
定
法
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
本
稿
の
問
題
関
心
事
で
あ
る
送
配
電

線
及
び
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
限
定
す
れ
ば
、
連
邦
法
上
明
文
で
の
「
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
」
化
に
は
、
現
時
点
で
も
踏
み
切
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
新
規
参
入
者
を
含
め
た
競
争
者
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
有
者
自
身
の
需
要
家
（
顧
客
）
を
も
奪

7
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う
結
果
に
も
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
申
込
む
と
い
う
最
近
の
事
態
が
生
じ
て
き
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
既
存
の
サ

ー
ヴ
ィ
ス
の
質
・
価
格
に
飽
き
足
ら
な
い
た
め
、
自
治
体
が
公
営
事
業
を
創
設
し
て
既
存
事
業
者
に
と
っ
て
か
わ
る
と
い
う
新
規
参

入
の
事
例
（
後
述
の
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
）
や
、
技
術
革
新
等
の
要
因
か
ら
新
規
参
入
者
が
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
拡
大
・
向
上
を
意
図

し
て
既
存
事
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
希
望
す
る
事
例
（
後
述
の
M
C
I
対
A
T
＆
丁
事
件
）
等
が
あ
る
。
仮
に
こ
れ

ら
の
現
象
を
な
お
「
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
」
概
念
に
よ
っ
て
説
明
し
つ
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
当
初
、
潜
在
的
需
要
家
を
含
め
た
顧
客

に
対
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
義
務
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
」
概
念
が
、
競
争
者
に

対
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
開
放
を
も
含
む
と
い
う
ふ
う
に
質
的
に
拡
張
な
い
し
変
形
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
は
「
敵
に
塩
を
送
る
」
行
為
を
も
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

　
選
択
肢
と
し
て
は
、
こ
と
の
正
否
や
憲
法
論
を
措
く
と
し
て
、
連
邦
法
上
、
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
と
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ

ず
、
当
該
事
業
を
規
制
す
る
事
業
法
令
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
開
放
の
た
め
の
一
般
的
な
道
筋
を
示
す
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
、
連
邦
法
上
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
明
文
化
が
見
送
ら
れ
て
き
た
ガ
ス
と
電
気
の
両
市
場
に
お
い
て
、
「
競
争
導
入
（
ヨ
○
お

8
目
冨
蜂
一
9
）
」
の
旗
印
の
下
、
数
年
を
か
け
て
連
邦
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会
（
蜀
巴
Φ
邑
国
ま
お
く
幻
畠
巳
魯
○
憂
O
o
巳
巨
裟
o
昌
以
下

「
F
E
R
C
」
）
令
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
が
は
か
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
適
例
で
あ
る
。
ガ
ス
に
つ

い
て
の
F
E
R
C
令
六
三
六
号
（
一
九
九
二
年
）
、
電
気
に
つ
い
て
の
（
一
九
九
二
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
を
契
機
に
さ
ら
に
前
進
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
V

F
E
R
C
令
八
八
八
号
（
一
九
九
六
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
…
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
第
二
は
、
個
別
事
案
ご
と
に
連
邦
シ
ャ
ー
マ
ン
法
（
一
八
九
〇
年
）
又
は
類
似
の
州
法
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
方
法
で
あ
る
。

同
法
一
条
は
、
共
同
行
為
に
よ
る
「
数
州
間
又
は
他
国
と
の
取
引
又
は
通
商
」
制
限
行
為
を
違
法
と
し
、
同
法
二
条
は
、
事
業
者
単

独
で
「
数
州
間
又
は
他
国
と
の
取
引
又
は
通
商
を
独
占
す
る
も
し
く
は
独
占
す
る
企
図
を
も
つ
、
又
は
他
者
と
独
占
す
る
目
的
で
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

合
も
し
く
は
共
謀
す
る
」
競
争
制
限
行
為
を
違
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
主
題
は
こ
れ
ら
の
う
ち
「
取
引
拒
絶
（
轟
島
巴
8

8
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α
Φ
巴
を
議
論
の
対
象
に
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
独
占
力
を
形
成
す
る
又
は
保
持
す
る
意
図
が
な
け
れ
ば
、
法
は
、
完
全
に
私
的
営
業
に
従
事
す
る
取
引
者
又
は
生
産
者
に
長
期
に
認
め
ら

　
れ
て
き
た
、
［
契
約
］
当
事
者
に
つ
い
て
自
分
の
裁
量
を
行
使
で
き
る
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
一
九
一
九
年
コ
ル
ゲ
ー
ト

　
（
2
5
）

　
判
決
）
。

　
あ
る
論
者
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
取
引
拒
絶
事
案
の
決
め
手
は
、
①
意
図
（
馨
窪
け
）
基
準
、
②
独
占
力
の
拡
張
（
日
9
8
。
ぞ

一
Φ
＜
Φ
声
臓
畠
）
基
準
の
二
基
準
が
有
用
で
あ
り
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
Φ
ω
の
2
什
芭
貯
色
身
）
な
い
し
ボ
ト
ル
ネ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ク
（
び
o
注
窪
①
畠
）
が
こ
れ
に
加
わ
る
と
い
う
。

　
　
意
図
基
準
（
3
a
旨
　
叶
Φ
ω
什
）
の
下
で
原
告
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
行
為
の
結
果
と
し
て
独
占
的
市
場
に
お
い
て
排
除
効
果
が
生
じ
る
こ

　
と
と
、
当
該
行
為
に
営
業
上
の
正
当
性
（
ど
ω
冒
8
ω
冒
ω
け
庄
8
江
9
）
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
［
皆
無
で
は
な
い
が

　
ご
く
稀
で
あ
る
］
E
C
法
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
筋
道
の
通
っ
た
営
業
上
の
正
当
化
事
由
（
一
罐
往
日
碧
Φ
ど
ω
ぎ
8
ω
甘
。。
阜

　
ロ
8
菖
8
）
が
反
競
争
的
意
図
の
主
張
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
出
来
る
広
範
で
変
化
に
富
む
状
況
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
と
に
独
占
者
に
よ

　
っ
て
競
争
者
と
の
協
力
の
拒
絶
が
、
（
規
模
の
経
済
性
の
達
成
と
か
、
流
通
段
階
へ
の
統
制
の
維
持
と
か
に
よ
り
）
経
済
効
率
性
を
増
加
さ

　
せ
る
こ
と
を
示
せ
ば
、
一
般
に
判
例
法
上
営
業
上
の
正
当
化
事
由
が
肯
定
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
独
占
拡
張
基
準
（
日
9
8
0
一
≦
象
震
畠
一
凝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
け
Φ
ω
け
）
は
、
バ
ー
キ
ー
事
件
判
旨
に
あ
る
「
第
二
の
市
場
を
独
占
す
る
企
図
が
な
く
て
も
、
別
の
［
第
二
］
市
場
で
の
競
争
的
優
位
性
を
手

　
に
入
れ
る
た
め
に
、
一
つ
の
市
場
で
の
独
占
力
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
に
違
反
す
る
」
が
典
型
で
あ
る
。

　
根
拠
の
確
か
な
営
業
上
の
正
当
事
由
の
抗
弁
は
認
め
ら
れ
る
。
意
図
基
準
が
被
告
企
業
が
有
す
る
市
場
力
の
排
他
的
効
果
で
あ
る
の
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
（
2
8
）

　
て
、
独
占
拡
張
基
準
（
目
自
8
0
一
≦
雪
震
轟
一
轟
ぎ
亀
は
、
独
占
者
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
第
二
の
関
係
市
場
に
お
け
る
優
位
性
を
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
な
い
し
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
論
の
先
駆
け
の
判
例
と
し
て
は
、
ケ
ー
ス
・
ブ
ッ
ク
で
も
お
馴
染

み
の
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
鉄
道
等
タ
ー
ミ
ナ
ル
利
用
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
イ
ル
ロ
ー
ド
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

（
↓
R
日
ぎ
巴
菊
毘
8
＆
冴
ω
o
。
翼
一
9
）
事
件
判
決
（
一
九
一
二
年
）
、
新
聞
社
一
二
〇
〇
社
以
上
が
結
成
し
た
A
P
通
信
か
ら
の
ニ
ュ

9
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（
31
）

ー
ズ
配
給
や
A
P
加
盟
拒
絶
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
A
P
（
＞
ω
ω
8
算
a
汐
窃
ω
）
事
件
判
決
（
一
九
四
五
年
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も

シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
適
用
の
先
例
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
段
階
で
は
、
後
述
の
M
C
I
対
A
T
＆
丁
事
件
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

決
（
一
九
八
三
年
）
の
よ
う
に
、
同
法
二
条
適
用
事
件
に
お
い
て
も
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
A
P
通
信
事
件
か
ら
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
の
外
延
は
、
鉄
道
、
橋
梁
等
の
ハ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
近
時
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ソ
フ
ト
の
イ
ン
タ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
も
対
象
と
し
て
問
題
化

　
　
　
（
34
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

し
つ
つ
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
ハ
ー
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
放
問
題
が
終
止
符
を
打
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　
以
上
の
概
観
を
前
提
に
、
典
型
的
ハ
ー
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
送
電
線
利
用
（
託
送
）
拒
絶
の
事
案
等
に
つ
い
て
シ
ャ
ー
マ

ン
法
違
反
が
争
点
と
さ
れ
た
事
案
を
み
て
お
こ
う
。

10

　
口
　
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
の
電
気
及
び
電
気
通
信
へ
の
適
用
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ど
の
判
例
が
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
を
構
成
す
る
か
自
体
見
解
が
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

電
気
及
び
電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
第
三
者
へ
の
提
供
拒
絶
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
と
判
断
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ

る
の
か
、
既
に
わ
が
国
で
も
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
ご
く
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

　
ω
　
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
電
力
事
件
判
決
（
一
九
七
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
電
気
市
場
で
は
、
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
判
決
が
著
名
で
あ
る
。

　
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
社
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
三
州
の
小
都
市
に
お
け
る
電
力
小
売
り
を
主
た
る
業
務
と
し

つ
つ
発
電
も
保
有
す
る
垂
直
統
合
の
中
小
規
模
民
営
電
気
事
業
者
で
あ
る
。
同
社
の
供
給
区
域
に
あ
っ
た
ミ
ネ
ソ
タ
州
エ
ル
ボ
ウ
・
レ
イ
ク

（
国
σ
○
≦
霊
匿
）
は
、
新
た
に
公
営
（
配
電
）
電
気
事
業
を
創
設
し
よ
う
と
考
え
、
同
社
か
ら
の
（
卸
売
り
）
電
力
購
入
、
自
家
発
へ
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
又
は
他
の
電
気
卸
事
業
者
か
ら
の
購
入
電
力
の
「
託
送
」
を
同
社
に
申
し
込
ん
だ
が
、
同
社
が
右
の
い
ず
れ
を
も
拒
絶
し
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た
。
そ
こ
で
（
F
E
R
C
の
前
身
で
あ
る
）
連
邦
動
力
委
員
会
（
窄
審
寅
一
b
o
婁
段
O
o
目
昌
器
一
自
）
に
持
ち
込
み
、
同
委
員
会
は
バ
ッ
ク

　
ア
ッ
プ
を
命
じ
た
が
有
効
な
制
裁
策
も
な
く
、
司
法
省
が
同
社
を
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
と
し
て
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
、
本
件

　
　
　
　
（
3
8
）

　
事
案
で
あ
る
。

　
本
件
が
、
同
社
の
独
占
的
地
位
そ
れ
自
体
を
違
法
と
し
た
事
件
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（
そ
れ
は
高
々
自
然
独
占
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）

ら
来
る
合
法
的
独
占
［
冨
課
三
日
o
唇
8
包
に
と
ど
ま
る
）
。
本
件
最
大
の
争
点
は
、
一
九
三
五
年
連
邦
電
力
法
（
閃
Φ
α
R
巴
評
妻
R

》
亀
に
基
づ
い
て
（
F
E
R
C
の
前
身
で
あ
る
）
連
邦
動
力
委
員
会
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
電
気
事
業
者
が
、
裁
判
所
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

て
反
ト
ラ
ス
ト
法
（
本
件
で
は
具
体
的
に
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
）
に
従
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
同
社
は
、
送
電

線
の
連
系
（
巨
段
8
旨
。
＆
9
）
・
託
送
（
巧
箒
呂
お
）
を
含
め
て
連
邦
動
力
委
員
会
に
管
轄
が
あ
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
（
シ
ャ
ー
マ

ン
法
）
の
適
用
除
外
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
及
び
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
電
力
法
の
制
定
過
程
か
ら
は
電
気

事
業
者
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
除
外
と
す
る
意
図
を
う
か
が
え
な
い
と
し
、
競
争
を
排
除
し
て
そ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
区
域
に
お
け
る

独
占
的
地
位
を
確
保
す
る
た
め
の
本
件
取
引
拒
絶
を
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
違
反
と
判
示
し
た
。

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
4
1
）

　
本
判
決
を
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
な
い
し
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
論
に
よ
っ
た
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
マ

ン
法
一
条
の
集
団
行
為
か
ら
二
条
の
単
独
行
為
へ
と
ジ
ャ
ン
プ
さ
せ
た
も
の
と
の
評
価
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
件
判
旨
は
、
直
接
に

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
4
2
）

は
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
を
用
い
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
そ
こ
で
、
本
件
を
同
社
の
特
定
の
独
占
化
の
意
図
（
ω
冨
＆
8
ぎ
8
旨
8
ヨ
2
8
0
誌
。
）
を
問
題
に
し
た
も
の
と
か
、
下
流
市
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

（
3
≦
霧
貫
＄
B
旨
曽
詩
卑
本
件
で
は
配
電
市
場
）
に
お
け
る
競
争
を
抑
圧
す
る
た
め
に
独
占
力
を
用
い
た
他
の
事
案
と
異
な
ら
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ま
し
て
や
本
件
判
旨
は
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
b
ミ
。
・
鳴
（
当
然
違
法
）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解

も
存
在
す
る
。
た
だ
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
に
お
い
て
は
、
当
該
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
支
配
だ
け
で
は
な
く
、
少

な
く
と
も
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
の
下
流
市
場
支
配
へ
の
「
独
占
力
拡
張
」
を
要
求
す
る
点
で
単
純
な
「
独
占
力
拡
張
」
事
案
と
は
異
な
る

11
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こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

本
件
は
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
に
親
し
む
と
の
反
論
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
件
判
旨
に
つ
い
て
、
①
同
社
が
市
場
で
独
占
的
地
位
を
有
し
て
い
る
と
の
認
定
の
妥
当
性
、
②
同
社
に
託
送
を
命
じ
る
こ
と
が
、

同
社
供
給
区
域
か
ら
の
公
営
事
業
の
創
設
を
勇
気
づ
け
、
ひ
い
て
は
同
社
の
電
力
統
合
シ
ス
テ
ム
が
浸
食
さ
れ
同
社
の
需
用
家
へ
の
適
正
な

サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
た
め
の
設
備
を
お
び
や
か
す
可
能
性
の
評
価
、
③
連
邦
電
力
法
も
シ
ャ
ー
マ
ン
法
も
最
終
目
標
は
資
源
の
効
率
的
配
分

（
Φ
窪
臼
Φ
馨
巴
δ
8
菖
9
9
お
8
貫
8
ω
）
に
あ
る
が
、
判
旨
は
競
争
（
8
ヨ
冨
葺
9
）
を
自
己
目
的
に
し
て
お
り
両
者
の
政
策
矛
盾
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

な
い
か
、
④
本
件
救
済
決
定
が
、
連
邦
動
力
委
員
会
の
第
一
次
的
判
断
権
（
母
3
・
目
㊤
．
『
軸
＝
・
一
、
＆
．
餓
。
嵩
）
衡
連
し
て
、
鏑
所
に
よ
る
託

送
（
笥
訂
呂
凝
）
救
済
判
断
が
連
邦
動
力
委
員
会
の
判
断
を
除
外
し
な
い
か
の
四
点
に
分
け
て
批
判
的
見
解
を
述
べ
る
も
の
や
、
右
の
②

類
似
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
「
最
高
裁
は
、
（
規
制
に
よ
っ
て
）
課
さ
れ
た
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
供
給
す
る
義
務
を
遂
行
す
る
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

告
［
同
社
］
の
努
力
か
ら
く
る
営
業
上
の
正
当
事
由
（
ど
ω
冒
8
ω
冒
ω
蔑
8
讐
一
〇
旨
）
を
た
ぶ
ん
誤
解
し
た
」
と
の
見
解
も
あ
る
。

　
＠
　
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
以
後

　
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
判
旨
と
と
も
に
、
託
送
拒
絶
を
違
法
と
し
た
連
邦
最
高
裁
の
結
論
に
批
判
的
な
見
解
を
紹
介
し
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

の
後
連
邦
下
級
審
は
ア
ナ
ハ
イ
ム
事
件
で
、
公
営
事
業
者
（
ア
ナ
ハ
イ
ム
市
）
が
、
よ
り
安
価
な
水
力
発
電
か
ら
の
電
気
購
入
の
た

め
に
超
高
圧
送
電
線
の
託
送
を
垂
直
統
合
事
業
者
に
申
請
し
た
事
案
に
お
い
て
、
公
営
事
業
者
の
電
気
受
給
可
能
性
、
被
告
自
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
52
）

利
用
や
被
告
需
要
家
の
利
益
等
を
考
慮
し
て
、
託
送
拒
絶
を
認
め
て
い
る
。
あ
る
論
者
は
、
右
判
決
を
、
「
託
送
が
単
に
費
用
を
需

要
家
の
一
群
か
ら
別
の
一
群
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
垂
直
統
合
事
業
者
に
託
送
義
務
は
な
い
」
と
し
て
、
正
当
事
由
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

肯
定
さ
れ
た
事
案
と
総
括
し
て
い
る
。

　
既
に
わ
が
国
先
人
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
電
気
市
場
に
お
い
て
、
託
送
取
引
拒
絶
を
違
法
と
し
た
事
例
は
、
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

ん
の
数
件
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
法
で
注
目
さ
れ
る
連
邦
下
級
審
判
決
は
、
電
気
通
信
に
お
け
る
M
C
I
社
対
A
T
＆
丁
社
事
件
判
決
（
一
九
八

12



欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

三
年
）
で
、
当
時
電
気
通
信
市
場
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
A
T
＆
丁
社
に
対
抗
し
て
新
規
参
入
し
て
き
た
M
C
I
社
が
、
A
T
＆
T

の
回
線
と
の
接
続
を
求
め
た
が
拒
絶
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
は
、
A
T
＆
丁
社
の
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
を
導
く
上
で
「
エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
理
論
に
よ
る
責
任
を
認
定
す
る
た
め
の
次
の
四
要
件
を
提
示
し
た
こ
と
に
お
い
て
先
例
的
判
決
と
な

っ
て
い
る
。

　
①
独
占
者
に
よ
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
の
支
配
、

　
②
競
争
者
が
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
を
現
実
に
又
は
合
理
的
に
複
製
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
、

　
③
［
独
占
者
に
よ
る
］
競
争
者
へ
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
設
備
の
使
用
の
拒
否
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
④
当
該
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
設
備
提
供
の
実
行
可
能
性
（
8
鐘
窪
芽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
あ
る
論
者
は
、
の
ち
の
ア
ス
ペ
ン
事
件
判
決
に
よ
っ
て
、
右
の
四
要
件
に
加
え
て
、
⑤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
有
者
が
、
ア
ク
セ
ス
を
拒
絶
す

　
る
か
又
は
申
込
人
が
過
度
に
負
担
と
感
じ
る
条
件
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
営
業
上
の
正
当
事
由
を
提
示
し
た
か
否
か
、
が
付

　
　
　
　
　
　
（
59
）

　
加
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
理
論
が
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
第
一
に
当
該
設
備
が
単
に
申
込
人
に

　
と
っ
て
「
便
利
」
と
か
「
よ
り
安
価
」
で
は
な
く
「
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
」
、
第
二
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
保
有
者
が
ア
ク
セ
ス
を
拒
絶

　
し
た
り
制
限
す
る
正
当
性
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
十
分
斜
酌
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
仮
に
ア
ク
セ
ス
が
命
じ
ら
れ
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
を
提
供

　
す
る
全
費
用
を
回
収
す
る
額
の
支
払
い
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
三
つ
の
基
本
的
な
条
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
論
点
を
整
理

　
　
（
6
0
）

　
す
る
。
こ
れ
を
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
事
案
に
当
て
は
め
れ
ば
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
建
設
が
容
易
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
エ

　
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
に
該
当
し
な
い
。
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ガ
ス
事
業
者
需
用
家
へ
の
適
切
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
）

　
を
提
供
す
る
設
備
能
力
を
妨
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
拒
絶
は
違
法
で
は
な
い
。

（イ）（三）

小
括

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論

13
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シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
の
「
取
引
拒
絶
（
お
讐
ω
巴
　
8
　
α
8
一
）
」
の
要
件
と
し
て
、
独
占
の
「
意
図
（
一
筥
。
艮
）
」
、
「
独
占
拡
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

（
B
9
8
0
辱
冨
お
轟
讐
轟
）
」
と
な
ら
ぶ
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
は
、
（
典
型
的
に
は
ハ
ー
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
該

当
す
る
）
必
須
（
Φ
ω
ω
窪
け
芭
）
又
は
隆
路
（
ぎ
注
Φ
器
良
）
に
な
っ
て
い
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
貯
亀
一
昌
）
の
所
有
者
に
対
し
て
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
「
合
理
的
価
格
」
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
が
命
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
骨
子
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ

リ
テ
ィ
論
の
目
的
は
、
独
占
的
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
の
垂
直
統
合
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
構
造
的
な
参
入
障
壁
（
弩
8
ε
巴
日
鋤
詩
9

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
6
4
）

。
耳
昌
げ
畳
包
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
他
の
指
標
と
の
差
異
と
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

14

　
第
一
に
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
拒
絶
事
案
で
の
「
営
業
上
の
正
当
事
由
」
は
、
ア
ク
セ
ス
が
独
占
者
自
身

の
営
業
を
駄
目
に
す
る
と
き
と
い
う
ふ
う
に
限
定
さ
れ
る
。
「
意
図
」
正
当
化
事
由
と
し
て
の
独
占
者
が
競
争
者
と
協
力
し
な
い
で
短
期
の

利
潤
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
第
二
に
、
独
占
拡
張
基
準

と
は
異
な
り
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
拒
絶
は
、
被
告
が
市
場
力
を
有
し
て
い
る
市
場
に
お
い
て
（
ミ
誉
ミ
鳴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

導
飛
魯
♂
ミ
魯
ミ
誉
暴
ミ
ミ
評
無
竃
ミ
ミ
）
そ
の
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
に
好
意
的
で
な
い
学
説
も
あ
る
が
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
の
拒
絶

と
、
そ
れ
以
外
の
競
争
者
と
の
協
調
の
拒
絶
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
首
尾
一
貫
し
た
合
理
性
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
エ

ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
が
含
ま
れ
な
い
事
案
で
は
、
競
争
相
手
と
の
取
引
拒
絶
を
行
っ
た
と
き
、
通
常
市
場
力
の
効
率
的
行
使
が

企
業
の
腕
前
、
先
見
性
、
勤
勉
（
鴇
芦
8
お
ω
蒔
辟
き
儀
営
α
霧
δ
昌
）
の
成
果
に
あ
る
点
に
［
取
引
拒
絶
の
］
営
業
上
の
正
当
性
が
あ
る
。

し
か
し
瓜
払
ゼ
あ
シ
や
ル
・
ア
弘
シ
歩
デ
小
が
含
飾
わ
を
事
案
で
は
、
当
該
企
業
の
継
続
的
な
市
場
力
の
行
使
を
企
業
息
身
分
努
か

（
曹
ミ
げ
o
ミ
ミ
鴨
き
ミ
）
に
帰
す
よ
り
む
し
ろ
、
競
争
相
手
が
当
該
設
備
を
複
製
す
る
（
身
忌
8
琶
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
外
部
性

（
①
答
o
旨
曽
一
巳
8
）
に
求
め
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
は
、
こ
と
に
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
が
、
自
然
的
原
因
又
は
国
に
よ
る

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
付
与
の
結
果
で
あ
る
と
き
に
最
も
人
を
動
か
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
第
二
に
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ



欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　
事
案
で
は
、
設
備
の
当
該
所
有
者
は
、
既
に
設
備
の
下
流
市
場
に
市
場
力
を
有
す
る
の
で
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ヘ
の
ア
ク

　
セ
ス
拒
絶
は
、
設
備
の
容
量
に
関
す
る
正
当
性
を
欠
く
か
、
ま
た
は
（
競
争
相
手
か
ら
の
競
争
と
は
別
に
）
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
66
）

　
結
果
と
し
て
自
身
の
営
業
活
動
を
実
施
す
る
能
力
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
実
質
的
に
そ
れ
自
体
（
b
震
器
）
違
法
で
あ
る
。

　
M
C
I
判
決
を
契
機
に
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
の
要
件
に
つ
い
て
、
従
来
よ
り
も
よ
り
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
第
一
に
、
設
備
は
不
可
欠
（
Φ
ω
ω
①
暮
芭
）
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
（
た
と
え
ば
医
師
に
と
っ
て
の
病
院
や
広
告
主
に
と
っ
て
の
雑
誌
の

　
よ
う
に
）
一
種
の
競
争
上
の
優
位
性
（
a
＜
き
＄
篶
ω
）
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る

　
　
第
二
に
、
被
告
が
市
場
力
を
有
す
る
市
場
に
お
け
る
競
争
の
た
め
に
、
原
告
に
と
っ
て
当
該
設
備
が
「
必
要
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
に
、
「
設
備
」
は
資
源
（
冨
ω
o
貫
8
）
で
あ
る
。
判
例
は
設
備
を
物
理
的
意
味
で
の
設
備
に
限
定
し
て
い
な
い
（
無
形
資
産
を
も
含

　
む
）
。

　
　
第
四
に
、
「
設
備
」
は
「
合
理
的
」
複
製
可
能
性
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
判
例
は
物
理
的
又
は
財
務
上
の
複
製
不
可
能
性
を
要
求
は
し

　
な
い
。
複
製
の
費
用
が
「
取
引
の
規
模
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
複
製
が
容
易
と
す
る
の
が
不
合
理
で
あ
る
」
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
代
替

　
的
設
備
の
建
設
又
は
使
用
が
追
加
的
費
用
又
は
競
争
者
の
不
便
を
課
す
と
い
う
こ
と
は
、
設
備
を
複
製
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に

　
十
分
で
は
な
い
。

　
　
第
五
に
、
被
告
は
単
に
合
理
的
な
選
択
肢
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
被
告
が
実
際
に
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
絶
し
た
か
否
か

　
は
、
事
実
問
題
で
あ
る
。
不
合
理
な
条
件
の
み
の
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
提
供
が
、
解
釈
上
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
拒
絶
を
構
成
す
る
こ
と
は
明

　
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
申
請
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
条
件
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
、
設
備
所
有
者
又
は
他
の
使
用
者
に
よ
っ
て
享
受

　
さ
れ
る
条
件
又
は
ア
ク
セ
ス
と
全
く
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
第
六
に
、
被
告
は
護
倫
優
肝
に
卦
い
で
合
理
的
獅
楡
贋
（
8
目
冨
島
畳
9
）
へ
の
権
限
が
あ
る
。
合
理
的
な
条
件
で
の
ア
ク
セ
ス
を
許

　
す
と
い
う
要
請
は
、
独
占
者
が
な
お
設
備
の
使
用
へ
の
支
払
い
を
期
待
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
リ
ー
ダ
教
授
は
、
被
告
は
市
場
価
格
、

　
す
な
わ
ち
問
題
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
市
場
で
の
独
占
力
を
反
映
し
た
料
金
を
要
求
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
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要件のチェック・リスト

電　気

様々

様々

①静的効率性増進の競争機会はしばしば限られる

②統合されたネットワーク操業はしばしば競争に

とってかわる。供給者間の短・長期計画の協力必

要

③静的効率性達成のためシステムは通常任意の協

力的エンジニアリグ決定を通じて操業される

④卸サーヴィス料金と輸送アクセス料金は規制に

より供給者に相対的に有利な費用を反映しない

⑤補助への差別的アクセスは競争者の相対的優位

の人工的効率的指標を与えるかもしれない

①「慎重な投資」規制とシステムオペレーション

規制とはしばしば競争の代替物

②供給義務に見合うためとサーヴィス信頼性確保

に向け予備供給のために多額の埋没費用

③最近の規制環境は他の需要家に反し効率性への

逆効果の可能性のある短期の規制ルールのゲーミ

ングのインセンティヴを生むかも知れない

④非差別的に全ての需要に適合させる公的供給義

務

⑤サーヴィス廃止の選択肢なし

州際ガス・パイプライン

多くの卸需用家は唯一の州際ガス輸送

システムにアクセスを有し、当該供給

者への埋没費用を有す

様々。

しばしば代替システムの建設は高価

か極端に高い

①78年天然ガス政策法は井戸元価格

を規制緩和し州際パイプラインによる

ガス取得への連邦の「慎重性」審査規

制を制限

②上流の井戸元ガス競争は、下流需用

家への販売者のアクセスを促進。下流

需用家はガス獲得の競争力に依存。

利害対立とパイプラインヘのアクセス

の否定から井戸元ガス市場におけ影響

力への苦情生起

①FERCは輸送（アンバンドリング）を

命じる規制権限を有しない

②競争は規制スキームヘの「単純な矛

盾」ではない。実際、FERCによる委員

会令436号は、輸送とガス供給のアン

バンドリング（分離）を強制しないで

促進するために設計されている

［引用者・註記］　1987年以後の規制環境の変化によって記載内容が現状と異なるものも含まれる。
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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表・エッセンシャル・ファシリティ

　　　　　　事業

要件
事業共通論点

独占者による支配 様々

二重投資の事実上

の不可能性

①参入規制？

②規模の経済性？

③埋没費用の重要性

①より広範な反競争行為の一部P

②取引費用と情報費用とは「任意の交渉」活動を妨害するか？

③重大な埋没・固定費が「価格圧搾」又は（準）「rentseeking」のイ

ンセンティヴをつくるか

競争への本質的 ④規制スキームの範囲と規制の一貫性？

損傷を伴う拒絶 ⑤費用埋没のときに競争的アクセスヘの規制及び反トスト法ルールが

信頼されるか？

⑥効率性効果、長期費用の回収か長短期のインセンティヴか

⑦上流資源獲得の代理人／経営者関係の途絶かP

①埋没費用の役割と現在又は以前からの規制ルール？

②競争者間の純収入変更への規制上又は反トラスト法上の利益？

③他の需要家への反作用をともなう差別的な方法でのアクセス利用可

能か？

④経済的効率性効果？

⑤経済的に合理的な価格かそれとも「ルールのゲーミング」か「非経

正当な営業上の 済的バイパス」か？

利益の欠如 ⑥規制のかわりに長期契約代替の実行可能性（例・強制性、行為者の

規模、取引規模、情報必要条件、取引価格等）及びそのような代替を

促進するアクセスの必要性P

⑦規制価格と自由市場価格との「つまみ喰い」排除の能力？（供給義

務の放棄の強制可能性？

⑧規制原理と反トラスト法原理の矛盾？（協調対競争？）

⑨規制アプローチはサーヴィス廃止かサーヴィス提供義務かP

［出典］ Tyein：8ENERGYLAWJOURNAL337，Table1，Table3，Table4（1987）。
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第
七
に
、
設
備
提
供
の
実
行
可
能
性
（
譜
器
ぎ
蜜
蔓
）
は
、
起
こ
り
得
る
被
告
自
身
の
操
業
混
乱
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。
設
備
利
用
を
可

　
能
に
す
る
原
則
は
、
実
際
に
は
二
つ
の
適
用
が
あ
る
。
①
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
に
関
し
容
量
又
は
供
給
が
限
ら
れ
て
い
る
事

　
案
の
場
合
、
被
告
は
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
配
給
す
る
必
要
は
な
い
。
②
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
と
被
告
自
身
の
正
当
な
営
業
行
為
を
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
67
）

　
乱
さ
せ
る
場
合
、
被
告
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
せ
ば
、
裁
判
所
は
、
ア
ク
セ
ス
許
容
が
実
行
不
可
能
と
み
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
し
か
し
な
お
、
ど
の
判
決
が
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
論
争
の
種
で
あ
る
し
、

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
拒
絶
を
違
法
と
す
る
判
断
基
準
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
争
点
を
抱
え

て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
た
と
え
ば
ア
ク
セ
ス
希
望
者
は
「
競
争
者
」
に
限
ら
れ
る
の
か
（
消
費
者
は
含
ま
れ
な
い
か
）
、
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
の
よ
う
に
下

　
流
市
場
で
の
競
争
阻
害
と
し
て
上
流
・
下
流
の
二
つ
の
市
場
を
念
頭
に
お
か
な
い
と
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
が
成
立
し
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
か
（
単
｝
な
い
し
水
平
的
市
場
は
含
ま
れ
な
い
か
？
）
、
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
で
も
（
市
場
占
拠
率
等
で
）
問
題
に
な
り
は
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
独
占
的
地
位
を
構
成
す
る
「
市
場
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
と
し
て
、
対
価
（
料
金
）
を
ど
の
よ
う
に
命
じ
る
か
等
、

　
必
ず
し
も
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。

　
】
九
八
七
年
の
論
文
に
お
い
て
タ
イ
氏
は
、
い
く
つ
か
の
公
益
事
業
分
野
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
の
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

該
当
性
を
吟
味
す
る
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
を
「
表
」
に
掲
げ
た
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
一
〇
年
余
り
の
問
に
大
き

な
規
制
環
境
の
変
化
が
あ
っ
た
た
め
、
現
時
点
で
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
有
益
な
手
掛
か
り
と
な
る
こ

と
は
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
＠
　
電
気
事
業
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
化

　
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
事
件
に
お
い
て
顔
を
出
し
て
い
る
連
邦
電
力
法
と
連
邦
シ
ャ
ー
マ
ン
法
と
の
競
合
問
題
、
こ
れ
を
管
轄
を
有

す
る
機
関
の
面
で
い
え
ば
連
邦
動
力
委
員
会
と
裁
判
所
の
競
合
問
題
の
出
発
点
は
、
ピ
ア
ス
教
授
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
連
邦
委
員
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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

会
に
託
送
を
命
じ
る
権
限
が
欠
け
て
お
り
、
委
員
会
が
託
送
を
命
じ
損
ね
た
た
め
に
、
連
邦
裁
判
所
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
を
適
用
し
た

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ピ
ア
ス
教
授
は
さ
ら
に
、
裁
判
所
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
を
適
用
し
て
託
送
を
命
じ
た
と
し
て
も
、

託
送
料
を
含
む
合
理
的
な
託
送
条
件
（
お
錺
○
轟
亘
。
け
R
日
ω
）
を
設
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
連
邦
電
力
法
の
解
釈
と
し
て
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
74
）

連
邦
委
員
会
が
託
送
及
び
託
送
条
件
を
命
じ
得
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

　
こ
こ
数
年
、
ガ
ス
及
び
電
気
市
場
で
は
、
e
で
も
述
べ
た
よ
う
に
F
E
R
C
令
等
に
よ
っ
て
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
が
進
め
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
州
段
階
に
お
い
て
も
、
電
気
市
場
で
は
発
送
配
電
の
会
計
・
管
理
の
分
離
（
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
（
7
5
）

¢
昌
茸
象
轟
）
か
ら
一
部
組
織
的
分
離
ま
で
が
実
施
さ
れ
、
も
と
も
と
製
造
・
州
際
輸
送
・
配
給
が
別
々
の
企
業
で
行
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

た
ガ
ス
市
場
で
は
、
州
際
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
者
次
い
で
州
内
配
給
会
社
の
輸
送
と
販
売
と
の
機
能
的
分
離
が
進
行
中
で
あ
る
。
中

立
的
に
電
力
系
統
の
運
用
を
行
う
I
S
O
（
ぎ
号
冨
区
Φ
導
琢
器
日
O
b
Φ
轟
8
目
）
や
、
よ
り
広
域
的
に
電
力
系
統
の
運
用
等
を
行
う

地
域
で
の
R
T
O
（
評
笹
9
巴
↓
声
霧
旨
ω
巴
o
昌
9
鴇
巳
N
呂
9
）
設
立
に
よ
り
、
電
力
託
送
の
よ
り
透
明
化
が
期
待
さ
れ
る
反
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

そ
の
独
占
力
の
監
視
も
新
た
な
論
点
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
右
の
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
問
題
は
、
事
業
者
の
合
併
審
査
の
際
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

重
要
な
審
査
項
目
と
さ
れ
て
い
る
。

　
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
が
徹
底
さ
れ
、
う
ま
く
機
能
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
結
果
的
に
は
O
で
述
べ
た
第
一
の
事
業
規
制
ア
プ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）
（
8
0
）

チ
に
よ
る
解
決
に
よ
っ
て
シ
ャ
ー
マ
ン
法
を
持
ち
出
す
必
要
性
が
減
少
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
3
）
　
藤
原
淳
一
郎
「
経
済
的
自
由
権
”
営
業
の
自
由
」
公
法
研
究
五
九
号
二
七
六
、
二
八
○
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
1
4
）
　
藤
原
淳
一
郎
』
九
二
〇
年
代
米
国
電
気
事
業
”
連
邦
電
力
規
制
（
三
・
完
）
」
法
学
研
究
六
七
巻
一
号
二
五
、
二
九
頁
。

（
1
5
）
　
R
。
国
召
ω
↓
O
国
F
ぎ
召
＼
白
H
F
ヲ
竃
国
。
国
○
＜
＞
9
ρ
＞
z
目
弟
d
ω
↓
い
＞
≦
》
z
u
国
8
z
O
匡
0
9
置
①
（
藤
9
巴
こ
一
㊤
漣
）
・

（
1
6
）
　
渡
井
理
佳
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
益
事
業
料
金
の
司
法
審
査
“
U
①
∈
の
ω
器
判
決
を
中
心
と
し
て
」
法
学
政
治
学
論
究
一
四

　
号
二
四
一
頁
（
一
九
九
二
年
）
参
照
。
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（
1
7
）
藤
原
淳
一
郎
『
十
九
世
紀
米
国
に
お
け
る
電
気
事
業
規
制
の
展
開
』
二
二
、
一
六
ー
一
七
頁
（
初
出
”
法
学
研
究
五
九
巻
四
号
、
一

九
八
六
年
。
法
学
研
究
会
叢
書
四
八
巻
、
一
九
八
九
年
）
。

（
1
8
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
1
4
）
・
二
八
－
二
九
頁
、
四
一
頁
註
二
二
五
ー
二
二
六
。

（
1
9
）
マ
ン
対
イ
リ
ノ
イ
判
決
に
つ
き
、
藤
原
・
前
掲
注
（
1
7
）
二
九
頁
註
四
八
、
藤
原
淳
一
郎
「
現
代
経
済
社
会
に
お
け
る
公
企
業
と

法
」
二
二
七
、
二
四
五
頁
（
正
田
彬
・
金
井
貴
嗣
・
畠
山
武
道
・
藤
原
淳
一
郎
『
現
代
経
済
社
会
と
法
（
現
代
経
済
法
講
座
1
）
』
［
三
省

堂
、
一
九
九
〇
年
］
）
、
渡
井
・
前
掲
注
（
1
6
）
・
二
四
三
頁
参
照
。
一
九
世
紀
に
お
け
る
各
州
の
料
金
規
制
に
つ
い
て
藤
原
・
前
掲
注

　
（
1
7
）
・
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
2
0
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
1
4
）
・
二
九
頁
以
下
。

（
2
1
）
　
藤
原
・
同
右
・
四
九
頁
。

（
2
2
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
一
六
－
一
七
頁
参
照
。
な
お
前
者
の
ガ
ス
に
つ
い
て
、
藤
原
淳
一
郎
「
米
国
に
お
け
る
地
方
ガ
ス
配
給
事
業

者
『
バ
イ
パ
ス
』
に
関
す
る
一
考
察
」
『
正
田
彬
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
・
国
際
化
時
代
の
独
占
禁
止
法
の
課
題
』
二
三
九
頁
（
日
本
評

論
社
、
一
九
九
三
年
）
は
、
委
員
会
令
六
三
六
号
発
布
前
夜
の
状
況
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
電
気
に
つ
い
て
、
藤
原
・
前
掲
注

　
（
1
0
）
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
五
年
九
月
号
、
九
七
年
四
月
号
、
丸
山
真
弘
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ヘ
の
第
三
者
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
事

業
法
か
ら
の
規
制
の
整
理
”
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
中
心
に
し
て
」
公
益
事
業
研
究
五
〇
巻
一
号
一
五
頁
（
一
九
九
八
年
）
、
草
薙
真
一

　
「
米
国
に
お
け
る
初
期
の
送
電
線
開
放
政
策
に
関
す
る
一
考
察
”
ガ
ス
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
政
策
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」
（
神
戸
商
科
大

　
学
）
商
大
論
集
五
一
巻
五
号
四
四
九
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
等
参
照
。

（
2
3
）
　
連
邦
シ
ャ
ー
マ
ン
法
に
つ
き
、
金
井
貴
嗣
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
不
公
正
な
取
引
方
法
』
規
制
の
史
的
展
開
」
法
学
新
報
八
七
巻

　
九
・
一
〇
号
（
一
九
八
○
年
）
。

（
2
4
）
　
丸
山
真
弘
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ヘ
の
第
三
者
ア
ク
セ
ス
に
伴
う
法
的
問
題
の
検
討
“
い
わ
ゆ
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
の

　
法
理
を
中
心
と
し
て
」
公
益
事
業
研
究
四
一
巻
一
号
三
一
、
三
二
頁
表
一
（
一
九
九
七
年
）
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
と
二
条
の
関
係
を

　
要
領
よ
く
整
理
す
る
。

（
2
5
）
　
d
巳
け
a
ω
け
簿
Φ
ω
＜
。
○
○
碍
讐
Φ
俸
O
o
こ
謡
O
d
。
ω
．
o。
O
ρ
も。
ミ
（
一
〇
一
〇
）
旧
O
い
○
国
F
ぎ
召
＼
国
○
＜
＞
o
一
ρ
。
う
§
ミ
8
8
嵩
舞
置
9

（
2
6
）
く
Φ
三
け
＼
囚
四
一
一
雲
讐
の
ぴ
騨
⇔
鳴
ミ
軌
ミ
肉
ミ
趣
融
塁
』
9
ミ
b
ミ
ミ
帖
ミ
ト
匙
ミ
』
ミ
ミ
魯
）
ロ
。
8
］
》
舅
震
い
穿
零
田
u
身
o
。
。
○
閃
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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　
問
○
目
瞑
＞
竃
O
O
電
○
召
↓
国
い
＞
≦
w
Oo
一
9

（
2
7
）
　
国
Φ
詩
＜
℃
犀
9
ρ
冒
ρ
ざ
国
錺
δ
ヨ
帥
p
国
o
α
㊤
犀
O
o
‘
9
ω
蜀
』
α
旨
ω
（
N
p
α
Ω
夢
お
お
γ
ゲ
ル
ホ
ン
／
コ
ヴ
ァ
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

　
バ
ー
キ
ー
判
決
で
の
独
占
す
る
企
図
又
は
現
実
の
第
二
市
場
で
の
独
占
化
の
証
明
が
不
要
な
点
が
批
判
さ
れ
、
「
独
占
者
が
第
二
市
場
で

　
の
独
占
を
獲
得
す
る
か
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
力
を
第
一
市
場
で
用
い
な
か
っ
た
か
、
又
は
そ
う
す
る
こ
と
を
企
図
し
な
け
れ
ば
、
第

　
二
条
違
反
は
存
在
し
な
い
」
と
の
判
決
も
あ
る
と
い
う
。
9
F
ぎ
召
＼
国
○
糞
。
β
G
。
§
ミ
8
鼠
ま
魯
5
9

（
2
8
）
　
く
Φ
三
什
＼
囚
巴
一
き
鵬
ゴ
Φ
ぴ
G
り
§
b
ミ
昌
○
叶
Φ
ま
象
ω
嵩
－
ω
一
〇〇
。

（
2
9
）
　
初
期
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
2
0
貫
　
q
ミ
＆
西
鰻
き
鱗
導
鴨
切
ミ
鳶
ミ
象
奪
』
≧
鴨
ミ
騨
G
っ
鳴
ミ
賊
ミ
肉
ミ
鳶
愚
b
象
妹
註
ド
○。
o。

　
9
冒
臣
ヲ
い
＞
≦
勾
男
田
ぎ
匙
ズ
這
○。
o
。
）
に
詳
し
い
。

（
3
0
）
　
た
と
え
ば
言
F
8
z
＝
甕
9
毘
＼
＝
夷
雰
≦
一
≦
●
ω
5
臣
＼
勾
8
男
↓
即
8
田
霧
＼
＝
夷
く
霞
『
’
O
O
い
B
畠
目
P
O
＞
旨
ω
＞
呂
竃
自
男
H
＞
い
ω

　
一
z
↓
召
目
即
零
9
台
δ
7
お
O
o
）
匙
O
（
ω
＆
＆
。
」
8
0
y
村
上
政
博
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
（
ア
メ
リ
カ
法
べ
ー
シ
ッ
ク
ス
4
）
』
五
五

頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
本
件
は
、
被
告
の
独
占
へ
の
略
奪
的
意
図
が
明
白
な
事
案
で
あ
り
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ

　
リ
テ
ィ
理
論
は
不
要
で
あ
っ
た
と
の
分
析
も
存
在
す
る
（
Z
9
ρ
蒙
｝
象
ミ
刈
）
。

（
31
）
　
村
上
・
同
右
・
五
六
頁
参
照
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
競
争
者
へ
の
単
純
な
差
別
禁
止
の
問
題
と
判
断
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー

　
判
事
は
、
A
P
通
信
の
加
盟
政
策
へ
の
介
入
の
正
当
な
理
由
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
、
A
P
通
信
を
公
益
事
業
と
構
成
し
て
エ
ッ
セ
ン
シ

　
ャ
ル
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
で
説
明
し
た
と
い
う
。
R
。
＞
お
巴
辞
騨
。
っ
鴨
ミ
ミ
肉
§
§
欝
G
っ
、
』
ミ
向
葛
導
＆
誉
≧
鴨
＆
亀
卜
誉
駐
鑓

、
嵐
ミ
ミ
貸
認
＞
轟
肩
胃
胃
ワ
≦
q
。
舅
釜
『
。
。
参
。
。
齢
（
お
8
）
。
ア
リ
ー
ダ
教
授
は
、
本
件
を
①
競
争
者
が
協
同
で
有
用
な
設
備

　
（
湯
9
巳
貯
9
芽
）
を
創
設
し
、
②
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
競
争
上
の
活
力
（
8
B
冨
簿
貯
①
＜
評
巴
一
昌
o
P
貯
巴
ω
）
に
不
可
欠
で
、
③
（
多
分
）

市
場
の
競
争
的
活
力
（
＜
一
琶
ξ
9
9
Φ
B
費
溶
什
）
に
不
可
欠
で
、
④
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
承
認
が
冒
険
的
企
業
の
正
当
な
（
一
畠
往
巳
象
Φ
）

　
目
的
と
一
致
（
8
霧
一
ω
8
艮
）
し
、
⑤
協
同
者
は
比
較
的
同
等
の
（
お
一
象
ぞ
①
牙
8
轟
一
）
条
件
で
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
、
と
の
五
命
題
に
整
理
す
る
。
ミ
。
簿
Oo
魔
）
。

（
32
）
　
正
田
彬
編
著
『
ア
メ
リ
カ
・
E
U
・
独
占
禁
止
法
と
国
際
比
較
』
二
七
、
三
二
頁
（
金
井
貴
嗣
執
筆
。
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
）
、

　
丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
二
頁
。
裁
判
所
は
法
的
独
占
企
業
の
単
独
企
業
（
一
四
註
三
ω
ぎ
巴
q
時
日
ヨ
0
8
℃
o
一
錬
）
に
「
取
引
義
務
」

　
を
肯
定
す
る
の
に
躊
躇
し
た
と
い
う
。
Z
o
貫
。
リ
ミ
b
ミ
ぎ
富
8
）
緯
“
器
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（
3
3
）
　
田
中
・
前
掲
注
3
・
一
八
三
ー
一
八
四
頁
、
白
石
忠
志
「
国
ω
ω
窪
菖
巴
問
8
霞
な
理
論
“
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
競
争
政
策
」
ジ
ュ
リ

　
ス
ト
ニ
七
二
号
七
〇
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
滝
川
敏
明
『
ハ
イ
テ
ク
産
業
の
知
的
財
産
権
と
独
禁
法
』
一
四
七
頁
（
通
商
産
業
調
査
会
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
等
参
照
。
か
つ
て
「
最
終
製
造
又
は
最
終
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
製
造
又
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
用
い
ら
れ
る
製
品
、
サ
ー
ヴ
ィ

　
ス
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
設
備
、
又
は
構
造
物
を
含
む
べ
き
」
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
Z
9
ρ
簑
b
ミ
き
8
8
讐
“
竃
）
。

（
3
4
）
蜜
ミ
ミ
ミ
▽
気
b
器
ミ
。
っ
G
・
脳
§
」
○
国
O
O
『
・
o
召
き
・
三
⇔
・
蔦
胃
日
・
z
い
毫
夷
∪
∪
・
目
ざ
一
貴
一
器
（
8
。
。
）
。

（
35
）
　
最
近
の
報
道
か
ら
拾
っ
て
も
、
①
数
社
合
同
に
よ
る
新
た
な
日
米
間
通
信
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
計
画
が
持
ち
上
が
っ
て
お
り
、
仮
に
コ

　
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
か
ら
外
れ
た
通
信
事
業
者
の
利
用
を
排
除
な
い
し
不
利
益
に
扱
う
余
地
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
司
法
省
が
関
心
を
抱
い
て
い

　
る
と
い
う
。
②
放
送
に
と
ど
ま
ら
ず
通
信
手
段
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
C
A
T
V
網
の
通
信
事
業
者
に
よ
る
開
放
に
つ
き
連
邦
通
信

　
委
員
会
（
F
C
C
）
は
時
期
尚
早
説
だ
が
、
訴
訟
事
件
も
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
現
在
進
行
形
の
問
題
で
も
あ
る
。

（
3
6
）
　
ω
一
〇
一
の
P
S
ミ
肉
G
り
題
ミ
軌
ミ
肉
§
ミ
欝
G
り
9
§
亀
警
b
o
§
粛
＼
ミ
§
駄
≧
ミ
“
一
〇
国
O
U
脳
○
舅
z
き
〇
三
⇔
○
霞
田
↓
肩
O
z
望
≦
彦
u

　
｝
o
口
o
ざ
お
♪
お
只
8
0
0
）
●
ア
リ
ー
ダ
教
授
は
、
「
こ
と
に
規
制
緩
和
産
業
の
文
脈
に
お
い
て
『
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
』

　
が
最
近
語
ら
れ
る
。
支
持
の
た
め
に
引
用
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
最
高
裁
判
例
は
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
語
ら
な

　
い
し
そ
れ
に
言
及
し
な
い
で
説
明
出
来
る
た
め
、
『
い
わ
ゆ
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
』
理
論
と
［
私
は
こ
こ
で
］
い
う
。

　
実
際
に
、
判
例
は
解
釈
に
よ
っ
て
の
み
ま
た
高
度
に
有
能
な
方
法
で
、
［
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
］
理
論
を
支
持
す
る
。
あ

　
な
た
は
［
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
］
理
論
に
一
貫
し
た
合
理
性
を
提
供
す
る
判
例
を
発
見
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
資
産
の
創
設

　
者
に
ラ
イ
バ
ル
と
［
資
産
を
］
分
か
ち
合
う
こ
と
を
要
求
す
る
社
会
的
費
用
と
便
益
、
行
政
上
の
費
用
を
探
求
す
る
判
例
も
発
見
し
な
い

　
だ
ろ
う
。
自
己
の
創
造
物
を
自
分
自
身
保
有
す
る
権
利
へ
の
例
外
、
幾
つ
か
の
例
外
を
示
し
は
す
る
が
我
々
に
こ
れ
ら
例
外
が
何
か
を
語

　
ら
な
い
、
形
容
詞
ほ
ど
に
理
論
で
は
な
い
」
と
す
る
（
傍
点
引
用
者
。
＞
お
巴
僧
G
。
§
ミ
8
冨
o
。
一
象
o。
占
）
。

（
3
7
）
　
○
簿
R
↓
毘
℃
o
≦
R
O
9
ダ
d
三
冨
α
ω
母
貫
』
O
d
。
ω
』
3
（
お
お
）
。
本
判
決
の
背
景
を
含
め
て
浅
賀
幸
平
「
ア
メ
リ
カ
電
気
事

　
業
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
”
オ
ッ
タ
ー
・
テ
イ
ル
電
力
事
件
を
例
に
」
公
益
事
業
研
究
二
六
巻
一
号
四
五
頁
（
一
九
七
四
年
）
が
詳
し
い
。
古

　
城
誠
「
電
気
事
業
と
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
」
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
『
公
益
事
業
に
お
け
る
新
規
制
』
二
二
、
一
二
三
頁
（
日

　
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
、
丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
三
－
三
四
頁
、
佐
藤
一
雄
『
ア
メ
リ
カ
反
ト
ラ
ス
ト
法
』
二
三

　
五
1
二
三
六
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。
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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

（
3
8
）
　
一
九
六
九
年
時
点
で
民
営
電
気
事
業
者
が
八
O
％
、
公
営
が
一
二
％
、
組
合
営
が
八
％
の
シ
ェ
ア
で
、
公
営
事
業
者
の
発
電
は
規
模

　
の
経
済
性
が
な
く
卸
か
ら
の
購
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
卸
売
電
を
拒
絶
さ
れ
た
と
き
に
は
他
の
事
業
者
か
ら
の
託
送
に
よ
ら
ざ

　
る
を
え
ず
、
電
気
市
場
に
お
け
る
卸
託
送
問
題
が
重
要
な
争
点
に
な
り
得
た
が
、
本
件
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
当
時
の
民
営
対
公
営
電
気

事
業
に
つ
き
、
Z
9
ρ
O
謙
ミ
8
ミ
N
§
織
鳶
。
。
』
ミ
b
ミ
妹
♂
、
肉
轟
ミ
＆
幾
§
駄
器
ミ
舞
O
≦
夷
国
『
≦
評
≦
男
」
。
8
お
O
－
占
O

　
（
一
〇
お
y
浅
賀
・
同
右
・
五
八
頁
以
下
参
照
。

（
39
）
　
2
0
什
ρ
G
。
ミ
b
ミ
p
o
8
N
O
簿
魔
N
－
瞳
oo
．

（
4
0
）
　
Z
o
け
ρ
』
§
融
妹
ミ
。
り
懸
肉
轟
ミ
ミ
帖
§
ミ
ミ
鳴
笥
魅
魯
＼
ミ
、
o
ミ
ミ
』
9
b
8
ω
≧
ミ
脳
ミ
ミ
ミ
ミ
蹄
鳴
肉
N
象
融
魯
q
～
§
融
塁
蔓
o
ミ

　
G
り
誉
ミ
ミ
“
§
』
9
G
り
蟄
ミ
ら
織
◎
ミ
“
晦
匙
ミ
無
肉
魅
詮
的
ミ
⇔
ξ
b
鳴
ミ
』
§
融
ミ
駄
瓜
駄
む
O
ミ
ミ
恥
◎
＼
藁
匙
き
妹
蕊
§
貸
藁
O
§
8
◎
骨
）
器
U
力
＞
目
い
＞
≦

幻
男
扇
ヨ
一
〇〇
N
」
○。
県
一
〇
お
）
。

（
4
1
）
　
Z
9
ρ
。
D
黛
b
ミ
旨
○
け
o
o
o
O
o
簿
占
N
’

（
4
2
）
　
O
一
器
N
段
＼
霞
冨
犀
ざ
q
ミ
N
ミ
ミ
ミ
肉
魅
き
の
ミ
の
む
b
鳴
ミ
q
§
魯
博
の
象
織
§
貼
ミ
導
鳴
の
説
ミ
ミ
貸
§
』
象
）
①
G
。
》
召
肩
震
零
一
＞
≦

ぎ
舅
暴
『
置
P
謡
更
お
3
）
。
丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
四
頁
は
、
本
件
は
発
電
者
間
の
市
場
分
割
契
約
に
つ
い
て
、
同
法
一
条
の
側
面

　
も
あ
っ
た
事
案
と
指
摘
す
る
。
9
●
頃
夷
宮
男
＼
ω
［
＞
目
＼
即
8
拐
霞
＼
○
0
5
ω
畠
匡
u
）
簑
b
ミ
ぎ
鼠
G
。
O
舞
週
刈
－
謹
o。

●

（
4
3
）
　
Z
9
ρ
G
。
ミ
b
ミ
p
9
Φ
8
讐
濠
N
－
濠
鯉
匙
o。
。

（
4
4
）
　
「
送
電
」
を
中
心
に
据
え
る
と
、
本
件
は
表
面
上
下
流
市
場
の
配
電
（
電
力
小
売
り
）
部
門
の
競
争
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

　
質
的
に
は
、
当
時
部
分
的
競
争
状
況
に
あ
っ
た
上
流
市
場
の
発
電
市
場
競
争
の
便
益
の
享
受
の
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

O
一
器
N
震
＼
ロ
冨
与
w
簑
ミ
貸
8
け
。
島
曽
鴫
。
。
。
。
’

（
4
5
）
　
Z
O
貫
簑
b
ミ
コ
0
8
8
簿
合
9
嵩
ご
9
．
Z
O
辞
○
昌
＼
国
鋤
二
ざ
獣
ミ
蹄
＆
§
G
。
§
妹
ミ
O
ミ
尉
＆
蝋
§
ξ
℃
こ
蝕
ミ
馬
』
8
8
の
誉

　
肉
隷
象
蕊
ら
『
ミ
虜
ミ
蹄
軌
§
§
織
b
韓
＼
き
ミ
賊
§
ト
き
塞
ふ
国
z
男
霞
い
》
≦
む
島
暴
r
ミ
ふ
県
一
〇
〇
。
鉢
y
「
公
益
事
業
と
し
て
オ
ッ
タ
ー
・

　
テ
イ
ル
電
力
は
自
動
的
に
需
要
家
と
の
非
差
別
的
取
引
義
務
が
存
在
す
る
［
の
で
］
…
…
非
規
制
の
企
業
に
取
引
義
務
を
課
す
か
否
か
の

　
問
題
は
［
本
件
で
は
］
現
れ
な
い
」
と
す
る
点
（
Z
9
ρ
ミ
●
る
区
巴
P
B
）
は
、
私
に
は
疑
問
で
あ
る
。
右
取
引
義
務
は
配
電
に
お
け

　
る
供
給
義
務
を
指
し
、
託
送
義
務
ま
で
は
含
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
4
6
）
　
＜
Φ
巳
け
＼
内
巴
一
鋤
仁
鵬
箒
き
G
っ
ミ
も
ミ
p
9
Φ
ま
鉾
ω
一
〇
P
園
。
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（
4
7
）
　
「
反
ト
ラ
ス
ト
法
」
適
用
に
関
す
る
第
一
次
的
判
断
権
に
つ
い
て
、
連
邦
電
力
法
に
明
文
規
定
な
き
以
上
、
連
邦
動
力
委
員
会
で
は

な
く
連
邦
裁
判
所
に
あ
る
（
Z
9
ρ
G
。
§
ミ
8
8
ω
o
。
簿
酷
①
）
。
し
か
も
本
件
で
は
、
連
邦
動
力
委
員
会
が
裁
判
所
よ
り
も
先
に
、
連
邦

動
力
法
に
基
づ
い
て
同
社
に
連
系
（
一
日
R
8
巨
8
二
自
）
を
命
じ
た
事
案
で
あ
る
（
ミ
。
象
酷
刈
）
。

（
4
8
）
　
本
件
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
公
正
な
条
件
（
富
冒
ひ
R
ヨ
ω
）
と
し
て
、
同
社
は
託
送
サ
ー

ヴ
ィ
ス
に
つ
い
て
連
邦
動
力
委
員
会
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
料
金
で
補
填
さ
れ
る
べ
き
と
判
示
し
て
い
る
（
ミ
●
簿
餐
ど
P
旨
）

　　　　　　　　　　　　　
53　52　51　50　49
）　　　）　　　）　　　）　　　）

　
の
要
件
の
う
ち
、

（
5
4
）止

法
」

会
、

（
55
）

（
5
6
）

　
之
・
黒
川
和
美

　
力
電
気
通
信
産
業
発
展
史
“

（
5
7
）い

舅
臼
。
d
召
＞
r
。
。
ω
8
G。
＆
（
一
。
。
。
刈
）
“
9
鋤
ω
ザ
G
。
§
ミ
ロ
0
8
僻
讐
。。
。
。
。
“
○
匡
田
・
召
＼
囚
。
＜
さ
ρ
G
。
§
ミ
8
け
の
5
讐
一
鐸
区
三
8
9

　
b
ミ
轟
ミ
ミ
賊
§
き
導
鴨
O
◎
ミ
題
討
ミ
鳴
亀
§
駄
≧
§
－
O
o
ミ
題
討
ミ
鳴
ミ
ミ
壽
靭
』
ミ
鳴
§
§
ミ
ら
融
§
匙
ミ
織
≧
恥
§
ミ
尋
』
愚
鴇
”
器

　
閃
昆
目
薮
穿
↓
男
z
＞
目
身
き
『
≦
む
舅
z
き
る
O
」
8
（
8
0
0
y
白
石
忠
志
『
技
術
と
競
争
の
法
的
構
造
』
八
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九

　
四
年
）
、
滝
川
敏
明
『
日
米
E
U
の
独
禁
法
と
競
争
政
策
』
一
六
八
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、
正
田
編
・
前
掲
注
（
32
）
・
三
二
頁
、

Z
9
①
も
§
ミ
目
冨
お
讐
一
〇。
○
。
山
8
●
な
お
浅
賀
・
前
掲
注
（
3
7
）
・
五
四
－
五
七
頁
参
照
。

○
国
F
＝
○
召
＼
内
○
く
＞
9
ρ
。
り
§
ミ
p
g
o
一
㎝
簿
一
認
’

Ω
蔓
○
噛
＞
轟
冨
巨
く
あ
2
誓
R
昌
9
ま
o
毎
一
鋤
図
9
ω
○
＝
O
o
こ
。
脇
男
固
一
ω
刈
o。
（
O
跨
Ω
同
■
一
。
旨
）
’

丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
五
頁
。

○
国
F
器
召
＼
国
o
誤
霧
も
蓬
ミ
ぎ
8
5
碧
窃
ド
こ
れ
に
対
し
て
丸
山
・
同
右
は
、
本
件
を
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
．
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

　
　
　
　
　
設
備
の
「
不
可
欠
性
」
を
否
定
し
た
事
案
と
整
理
す
る
。

古
城
・
前
掲
注
（
3
7
）
・
二
一
八
－
二
二
〇
頁
、
丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
五
頁
、
藤
原
淳
一
郎
「
電
気
事
業
・
ガ
ス
事
業
と
独
占
禁

　
現
代
政
策
研
究
会
『
第
四
二
回
・
日
本
の
課
題
と
選
択
・
研
究
委
員
会
』
一
八
ー
一
九
頁
（
限
定
配
布
未
公
刊
。
現
代
政
策
研
究

一
九
九
五
年
）
参
照
。

ζ
9
0
0
ヨ
ヨ
¢
巳
8
ぎ
窃
O
o
唇
’
＜
・
》
月
俸
θ
刈
。
○
。
司
’
臣
一
。
。。
一
（
刈
9
Ω
こ
ち
R
δ
」
o
巳
Φ
ρ
斜
竃
d
φ
。。
。
一
（
一
。
o。
ω
）
，

A
T
＆
T
は
一
九
八
二
年
の
司
法
省
と
の
同
意
審
決
に
よ
り
、
八
四
年
に
長
距
離
会
社
と
地
域
電
話
会
社
に
分
割
さ
れ
た
。
舟
田
正

　
　
　
　
『
通
信
新
時
代
の
法
と
経
済
』
一
二
四
－
二
一
七
頁
（
菅
谷
実
執
筆
、
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
、
山
口
一
臣
『
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
解
体
過
程
』
二
九
一
－
二
九
二
、
二
九
六
頁
（
同
文
館
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

↓
鴫
ρ
O
◎
ミ
b
魁
駐
竃
』
象
塁
曾
』
G
◎
ミ
b
ミ
ミ
帆
ミ
ミ
織
ミ
絵
遷
』
b
b
ミ
§
説
む
妹
ミ
肉
鴇
§
融
ミ
肉
§
趣
愚
b
ミ
壁
き
｝
O
o
国
2
男
霞
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欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

丸
山
・
前
掲
注
（
2
4
）
・
三
二
頁
、
林
紘
一
郎
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
”
情
報
社
会
の
経
済
学
』
一
〇
九
頁
（
N
T
T
出
版
、
一
九
九
八

年
）
等
参
照
。

（
5
8
）
　
ア
ス
ペ
ン
・
ス
キ
ー
事
件
は
連
邦
控
訴
審
で
は
「
意
図
」
と
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」
の
両
者
か
ら
検
討
し
、
最
高

裁
で
は
後
者
は
不
要
と
判
示
し
て
い
る
が
、
「
ス
キ
ー
場
」
と
い
う
同
一
市
場
で
の
事
案
で
あ
る
。
同
事
件
に
つ
き
ω
o
爵
巳
讐
計

』
総
鳴
§
G
o
鳶
き
晦
鉾
』
G
。
唱
軸
ミ
蚕
膏
ミ
匙
§
勢
G
o
ミ
き
鱗
S
誉
魅
O
o
§
織
ミ
W
、
G
。
G
o
騨
§
駄
貸
、
織
ミ
ミ
“
ミ
G
り
象
融
o
ミ
吋
気
導
恥
G
o
誉
ミ
ミ
貸
ミ
ト
息
w
①

　
国
z
男
霞
い
＞
≦
む
d
召
き
ミ
只
5
。
。
㎝
）
旧
＞
お
①
鼠
も
§
ミ
ぎ
冨
呂
讐
○
。
9
旧
9
器
R
＼
い
一
冨
尊
も
§
ミ
8
冨
お
簿
蕊
一
■
正
田
編
．

前
掲
注
（
32
）
・
三
一
頁
、
滝
川
・
前
掲
注
（
5
7
）
・
一
六
七
－
一
六
八
頁
、
佐
藤
・
前
掲
注
（
3
7
）
・
二
三
四
頁
、
二
四
七
頁
註
（
1
3
）
、
村

　
上
・
前
掲
注
（
3
0
）
・
一
一
四
頁
等
参
照
。

（
5
9
）
　
○
匡
田
○
召
＼
内
○
く
＞
9
P
養
b
ミ
b
o
け
〇
一
㎝
無
一
竃
－
一
認
■

（
6
0
）
　
』
駄
●
簿
一
認
。

（
61
）
　
び
餌
園
⊆
ρ
』
ミ
蹄
ミ
。
。
妹
亀
ミ
織
、
ミ
≧
匙
ミ
博
ミ
O
毯
ミ
織
婁
咋
港
℃
一
一
国
z
男
霞
U
＞
≦
負
O
d
召
＞
r
零
」
ω
（
一
〇
〇
〇
）
嚇
蜜
o
》
旨
『
貫
）
』
ミ
㌣

　
妹
ミ
。
。
～
き
導
鴨
≧
鳴
ミ
［
b
偽
］
肉
轟
ミ
＆
ミ
≧
ミ
ミ
ミ
O
毯
ミ
駄
器
妹
鳶
）
一
〇
〇
国
z
男
霞
一
》
≦
』
○
舅
z
き
ど
8
昌
」
o
o
刈
（
一
8
刈
）
。

（
62
）
　
Z
9
ρ
恥
§
ミ
旨
9
0
8
讐
匙
9
0
一
器
段
＼
一
一
冨
ξ
も
ミ
b
ミ
β
○
冨
島
魯
謡
“
…
ω
こ
Φ
P
の
ミ
b
ミ
ロ
9
0
00
0
讐
一
ω
9

（
6
3
）
ω
三
①
P
幾
壷
二
。。
卜

（
64
）
　
内
巳
8
9
。
。
ミ
b
ミ
p
o
8
零
象
一
〇
9

（
65
）
　
く
Φ
巳
δ
＼
内
巴
一
曽
⊆
鵬
げ
Φ
ぴ
養
b
ミ
昌
o
叶
Φ
N
O
餌
け
ω
一
〇。
ー
ω
一
〇
。

（
6
6
）
　
』
轡
簿
GQ
曽
6
認
●

（
6
7
）
　
』
§
讐
認
oo

－
o
o
N
合
9
。
ω
一
〇
一
Φ
P
簑
b
ミ
p
O
け
Φ
ω
①
簿
一
〇〇
㎝
・

（
6
8
）
　
ω
一
〇
一
〇
P
ミ
9
讐
H
ω
“
。

（
6
9
）
　
Z
o
貫
簑
b
ミ
8
8
8
象
ホ
9
本
稿
筆
者
が
み
る
限
り
、
少
な
く
も
文
献
上
は
、
消
費
者
を
含
め
論
じ
る
も
の
が
あ
る
。

（
7
0
）
　
必
ず
し
も
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
が
決
め
手
と
は
限
ら
ぬ
が
、
ア
ス
ペ
ン
事
件
（
前
掲
注
5
8
）
は
ス
キ
ー
場
と
い
う
同

　
一
市
場
で
の
事
案
で
あ
る
。

（
71
）
　
ω
一
〇
一
Φ
P
簑
b
ミ
昌
o
＄
ω
O
讐
に
一
●
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（
72
）
　
古
城
・
前
掲
注
（
37
）
・
二
二
〇
、
二
一
二
一
頁
参
照
。

（
7
3
）
　
タ
イ
氏
は
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
を
、
①
独
占
者
に
よ
る
支
配
（
O
O
筥
8
＝
ξ
四
ヨ
9
8
0
房
け
）
、
②
複
製
・
二

重
投
資
の
事
実
上
の
不
可
能
性
（
ぎ
ぎ
ま
昌
實
碧
け
一
8
ξ
8
身
震
8
9
①
）
、
③
競
争
へ
の
本
質
的
な
損
傷
を
と
も
な
う
［
ア
ク
セ
ス
］

拒
絶
（
U
①
巳
巴
＆
浮
撃
房
鼠
筥
一
巴
げ
曽
日
8
8
ヨ
冨
蜂
§
）
、
④
「
正
当
な
営
業
上
の
理
由
」
の
欠
如
（
ぎ
ω
窪
8
9
鋤
．
、
＜
m
臣

ぴ
二
ω
ぎ
8
ω
お
霧
9
、
、
）
の
四
要
件
に
整
理
す
る
↓
冨
も
§
ミ
8
9
鴇
緯
困
㌣
ま
♪
ω
①
8
巽
伊

（
7
4
）
　
空
震
o
ρ
ミ
ぎ
§
ミ
§
ミ
駄
ミ
鳴
』
象
題
。
り
融
↓
ミ
義
ミ
嘗
ご
§
困
肉
O
ミ
妹
書
O
◎
ミ
騎
酋
勺
島
ロ
o
d
目
［
目
甥
吻
○
胃
z
一
臼
目
ざ

　
竃
巽
．
N
P
一
8
0
象
N
oo
－
N
ρ

（
75
）
　
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
概
念
に
つ
き
、
藤
原
・
前
掲
注
（
4
）
・
法
学
政
治
学
論
究
一
四
号
七
頁
、
同
・
前
掲
注
（
1
0
）
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ

　
ォ
ー
ラ
ム
九
七
年
四
月
号
参
照
。

（
7
6
）
　
近
時
の
ア
メ
リ
カ
の
電
気
・
ガ
ス
市
場
に
つ
き
、
コ
R
o
ρ
』
ミ
母
ミ
鴇
、
ミ
賊
ミ
き
導
恥
肉
や
象
試
9
愚
ミ
織
ミ
無
遷
）
嵩
国
z
男
亀

　
一
＞
≦
q
8
召
き
る
P
逡
（
一
8
①
）
旧
ω
巴
一
①
ざ
肉
ミ
。
つ
器
。
つ
G
リ
ミ
晦
妹
ミ
肉
ミ
鳴
ミ
閑
遷
ミ
ミ
軌
ミ
ω
気
O
o
ミ
聴
妹
き
ミ
肉
§
ミ
讐
§
＼
欝
貴
ミ
、

　
§
N
奪
§
晦
導
恥
§
隷
ミ
9
ミ
b
魁
駐
§
る
O
国
2
男
亀
『
≦
ぎ
d
召
き
」
（
お
8
）
。
矢
島
正
之
『
電
力
改
革
”
規
制
緩
和
の
理
論
・
実

　
態
・
政
策
』
七
六
頁
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
八
年
）
、
同
『
世
界
の
電
力
ビ
ッ
グ
バ
ン
』
一
〇
九
頁
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九

　
九
九
年
）
、
海
外
電
力
調
査
会
ワ
シ
ン
ト
ン
事
務
所
コ
九
九
九
年
の
米
国
電
気
事
業
の
動
向
」
海
外
電
力
四
二
巻
二
号
四
頁
（
二
〇
〇

　
〇
年
）
、
高
橋
尚
子
「
F
E
R
C
の
最
終
規
則
オ
ー
ダ
ー
二
〇
〇
〇
の
全
容
（
1
）
”
地
域
送
電
機
関
（
R
T
O
）
設
立
の
背
景
」
同
誌

　
四
二
巻
四
号
四
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
等
参
照
。

（
7
7
）
　
O
h
目
一
魯
器
一
9
S
ミ
O
ミ
ミ
§
§
ミ
ミ
↓
ミ
誤
ミ
誉
軌
§
O
博
ミ
ミ
ミ
G
づ
”
⑲
O
国
z
男
霞
い
＞
≦
匂
○
舅
z
＞
『
器
ω
（
一
8
0
）
“
肉
↓
O
G
。

　
O
§
ミ
肉
ミ
G
り
鴨
』
ミ
母
ミ
。
。
妹
㌧
鴇
ミ
。
う
｝
b
O
～
O
き
織
ミ
G
リ
ミ
鉾
国
z
男
爵
園
昭
身
ゴ
寓
餌
ざ
o
・
る
O
O
O
餌
一
ピ
な
お
草
薙
真
一
「
米
国
に
お

　
け
る
電
力
産
業
の
再
構
築
と
競
争
導
入
政
策
”
反
ト
ラ
ス
ト
法
規
制
に
焦
点
を
当
て
て
」
［
神
戸
商
科
大
学
］
商
大
論
集
五
一
巻
二
・

　
三
・
四
号
（
一
九
九
九
年
）
二
五
一
、
二
五
七
頁
参
照
。

（
7
8
）
　
匡
一
〇
ゴ
器
一
9
塞
亀
葵
魁
、
o
ミ
ミ
き
肉
や
亀
註
ら
q
ミ
賊
愚
塞
匙
薦
ミ
G
o
、
』
ら
題
G
り
G
り
｝
肉
§
ミ
讐
℃
貸
§
駄
妹
ミ
O
ミ
ミ
き
題
し
刈
国
z
男
臼
一
＞
≦

　
q
O
島
z
＞
r
ら
ド
合
㎝
（
一
8
①
）
。

（
7
9
）
　
菊
Φ
b
o
旨
）
G
リ
ミ
む
ミ
蹄
鷺
駄
O
◎
ミ
ミ
篭
ミ
肉
馬
唱
◎
ミ
G
り
㌧
』
ミ
蹄
＼
婁
斜
田
国
z
男
霞
ぴ
＞
≦
q
8
召
》
『
圏
ド
曽
只
8
0
0
）
は
、
ミ
ド
ア
メ
リ

26



欧州におけるエッセンシャル・ファシリティ論の継受（1）

　
カ
ン
・
エ
ナ
ジ
ー
社
事
件
（
匡
一
α
＞
目
R
8
弩
国
昌
R
題
0
9
ダ
ω
瑳
貯
8
↓
寅
島
8
辞
巴
9
ゆ
○
霞
ρ
一
8
閃
る
α
」
0
8
［
O
o
9
Ω
け

一
8
£
）
を
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
論
」
の
小
見
出
し
の
も
と
で
論
じ
て
い
る
。
電
力
会
社
が
石
炭
鉄
道
輸
送
コ
ス
ト
削

減
の
た
め
よ
り
安
価
な
代
替
鉄
道
輸
送
手
段
を
考
え
た
が
、
総
距
離
七
五
〇
マ
イ
ル
中
、
代
替
輸
送
会
社
の
な
い
最
後
の
九
〇
マ
イ
ル
に

　
つ
い
て
分
離
料
金
提
示
等
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
判
旨
は
九
〇
マ
イ
ル
を
「
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
」
と
は
言
う
け
れ
ど
も

　
（
一
8
問
』
巳
呂
8
讐
目
8
）
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
な
い
し
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
問
題
（
。
。
§
ミ
P
9
①
る
一
曽
N
）
よ
り
も

　
む
し
ろ
、
連
邦
州
際
通
商
法
の
土
俵
で
、
委
員
会
（
ω
8
こ
）
裁
定
の
司
法
審
査
論
に
終
始
し
て
い
る
。

（
8
0
）
　
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
化
を
は
か
る
の
に
独
占
禁
止
法
に
よ
る
個
別
処
理
と
事
業
法
に
よ
る
一
般
的
処
理
と
を
比
較
す
る
と
、
「
事

業
法
上
に
託
送
義
務
付
け
規
定
を
設
け
る
の
が
正
攻
法
」
（
藤
原
・
前
掲
注
（
2
）
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
八
年
二
月
号
四
九
頁
）

　
で
、
託
送
料
の
決
定
を
含
め
た
個
別
案
件
の
処
理
が
よ
り
容
易
で
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。
な
お
古
城
・
前
掲
注
（
3
7
）
・
二

　
二
二
頁
、
舟
田
正
之
「
電
力
産
業
に
お
け
る
競
争
の
促
進
の
た
め
の
法
制
度
の
検
討
」
日
本
エ
ネ
ル
ギ
i
法
研
究
所
・
前
掲
注
（
n
）
・
一

〇
五
、
一
五
六
頁
等
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
七
四
巻
三
号
）
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